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教育目標 

 自分の命を大切にするたくましい人を育成する 

 ○ 挨拶をする人であれ     ○ 言葉を大切にする人であれ 

 ○ 公正な人であれ       ○ 健康な人であれ 

【家庭・地域との連携】 

学校は地域の中にあり、

地域とともにあり、地域

に支えられている。家庭・

地域から信頼される学校

を目指し、連携して生徒

の育成を行う。 

 

・・・ 

 
ＰＴＡ 

つばさの会（ＰＴＡ ＯＢ） 

民生委員、児童委員 

主任児童委員 

青少年育成関地区委員会 

青少年委員会 保護司 

関町北四・五町目町会 

 

【校内組織】 

学校いじめ対策推進委員会    

開催：月一回以上 

委員長：校長    副委員長：副校長  

委員：教務主任・生活指導主任・進路指導主任・経営支援主任 

主任養護教諭・各学年主任・事務主事 

（当該生徒に関わる教員・関係者） 

 

★毎週実施の「企画委員会」を「いじめ防止対策委員会」とし

て兼務する会とする。 

 

★「生活指導連絡会」では、特別支援教室専門員、スクールカ

ウンセラーも交え情報交換をする。 

 

★重大案件が発生した際には、地域や関係機関と連携した、「学

校サポートチーム」を立ち上げる。 

【関係機関との連携】 

迅速で効果的な「いじめ防

止対策」を行うために、次

の機関との連携を強化す

る。 

 

・・・ 

 

練馬区教育委員会 

子ども家庭支援センター 

学校教育支援センター 

児童相談所 

警視庁新宿相談センター 

石神井警察署 

【いじめの防止】 

いじめはどの学校にも、どの生徒にも起こりうるという姿勢に立ち、すべての生徒を対象にいじめが起きないよう未然防止に

取り組む。 

（１）生徒が他者の人権を認め、主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

（２）学校の教育活動全体を通じ、生徒の自己有用感を高められる機会を充実させる。 

（３）学校の教育活動全体を通じて、人権教育、道徳教育の充実や、読書活動、学校行事等体験活動、部活動等の推進をする。 

（４）いじめ（インターネット等によるいじめを含む）について、校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、平素からの共通理

解を図るとともに、生徒、保護者に対しても周知徹底を図る。 

（５）学校、ＰＴＡ、地域の関係団体等と活動を共にする場やいじめの問題について協議する機会を設けるなど、家庭、地域と

連携した取り組みを推進する。 

【いじめの早期発見】 

日ごろからの生徒との信頼関係構築に努め、日々の見守りや声かけ等から生徒が示す小さな変化を見逃さないようにアンテナ

を高く保つ。 

（１）休み時間や放課後、給食時など日常的に、生徒の様子に目を配る。 

（２）定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組

む。 

（３）いつでも、誰でも、いじめ等に関する相談を行うことができる体制を整備する。 

【いじめへの対処】 

発見・通報を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 

（１）被害生徒を守り通すとともに、いじめをやめさせ、その再発防止のために、教育的配慮のもと毅然とした態度で加害生

徒等を指導する。いかなる理由があっても、被害者側に立つ。 

（２）教職員の共通理解、保護者の協力、教育委員会への報告、関係機関・専門機関との連携のもとで対応する。 



１ いじめの防止等の取り組みを推進していく基本姿勢 

「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関

係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるもの」と定義する。 

「いじめ防止対策推進法（概要）一総則より」 

これを踏まえ、本方針はいじめに対して、次の基本姿勢をとる。 

この基本姿勢のもと、全教職員が共通理解を図り、同一歩調の下、いじめのない生徒が安心安全な学校づくり

に取り組んでいく。また、学校と家庭、地域、その他の関係機関との連携も積極的に行っていく。 

 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織 

学校内に、以下の構成員により、いじめ防止等の組織的な取り組みを推進するための組織を置く。この組織を

中心として、全教職員で共通理解を図り、学校全体でいじめ対策を行う。 

○組織名称：関中学校いじめ対策推進委員会 

○構成員： 校長 副校長 生活指導主任 教務主任、進路指導主任、経営支援主任、 

学校いじめ対策推進教員、各学年主任、主任養護教諭、事務主事、当該生徒に関わる教員・関係者 

○委員会の取り組み内容 

① いじめの未然防止の取り組み 

② いじめへ早期発見の取り組み（情報収集・共有） 

③ いじめの対処（いじめの認知、対応方針の協議、対応教職員への指導・助言） 

④ 専門的な知識を有する者等との連携 

⑤ 記録の保管・引継ぎ 

⑥「学校いじめ防止基本方針」の改訂 

 

 

３ いじめの未然防止の取り組み 

いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こりうるという認識に立ち、すべての生徒を対象にいじめをさせな

いよう、未然防止に取り組む。 

（１）生徒が主体的に参加、活躍できるような授業づくりや居場所づくりを行う。 

① 分かる授業への工夫改善、主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）の充実を図り、思考力・

判断力・発表力を育成する指導を行い、分かる授業を実践する。 

② 関中生としての自覚をもたせ、愛校心を培い、仲間を大切にしつつ共に成長することの大切さを説く。 

（２）学校の教育活動全体を通じ、生徒の自己有用感を高められる機会を充実させる。 

① 生徒会活動では自らの生活をよくしようとする実践的な態度を養う。あいさつ運動や関中生活改善キャ

ンペーンなどの活動を通して、リーダーシップとフォロワーシップを醸成する。 

②関中学校行事（運動会、合唱コンクール、学習発表会）や校外学習、２年スキー移動教室、３年修学旅行

○いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されるものではない。 

○いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るとの認識に立ち、いじめが発生した場合には、

いかなる理由があっても被害者の側に立ち、組織で対応する。 



等の学校行事への取り組みを通して、仲間とともに切磋琢磨し、その中で得た人間関係を大切にし、成就

感・達成感を体得させる。 

（３）学校の教育活動全体を通じて、人権教育、道徳教育の充実を図る。その為に、読書活動、体験活動、部活

動等の推進を図る。 

① 人権教育の充実：「自分の大切さとともに、他の人の大切さを認めること、他を思いやることの大切さ」

の周知徹底を図る。 

② 道徳教育の充実：道徳の時間だけでなく、すべての教育活動を通じて道徳教育の充実を図る。また、道徳

授業地区公開講座の充実を図る。 

③ ハートタイム（朝読書）の年間を通しての実施。学校図書館支援員を活用し、学校図書館を充実させ、読

書活動の環境を整備する。 

④ 小中一貫教育での学校交流（関中学校・関町北小学校・石神井台小学校） 

⑤ 部活動（運動部７、文化部９）を通して、協力し合いながら活動し、その中で充実感を得る。 

⑥ 練馬区「いじめ一掃プロジェクト」に向けての、いじめ防止標語・シンボルマーク・ポスターへの取り組

みを通して、いじめについて考えさせる。 

（４）いじめについて、校内研修や職員会議で積極的に取り上げ平素からの共通理解を図るとともに、生徒、保

護者に対しても周知徹底を図る。 

① 校内研修の充実いじめについて、人権教育研修、情報モラル研修を図る。 

② 教職員向けのチェックリスト等により、いじめ防止の取り組みの充実を図る。 

③ 全校朝礼、学年集会、学級活動における校長、担当教員からの講話。 

特に、ふれあい月間では、校長が全校朝礼で、いじめなどの人権侵害のことについて話す。 

④ 保護者会、学級懇談会においての啓発。学校評価における評価、見直し。 

⑤ 情報モラル講習会（全校生徒対象、保護者対象）を実施。 

⑥ 生徒会活動の一環として「ＳＮＳルール」を繰り返し生徒に伝える。さらに、各家庭の主体的なＳＮＳル

ールづくりを促す。 

（５）学校、ＰＴＡ、地域の関係団体等が活動を共にする場やいじめの問題について協議する機会を設けるなど、

家庭、地域と連携した取り組みを推進する。 

① 学校評議委員会（年間３回実施） 

② ＰＴＡ役員会、ＰＴＡ運営委員会 

③ ＰＴＡによる安心安全ボランティアによる学校内での見守り活動 

④ 青少年育成関地区委員会、青少年委員との地区懇談会 

⑤ 保護司会、主任児童委員との協議会 

⑥「関中学校いじめ防止基本方針」を保護者等に周知、説明をする。 

⑦ 練馬区学校・地域連携事業（平成３０年度より実施。地域人材を活用し、授業補助と環境整備等に活か

す。） 

（６）学校いじめ対策推進教員が、校長、副校長、生活指導主任と連携しながら、いじめの実態や課題について

共通理解を図り、その解決に向けた組織的取り組みについて、中心的な指導・助言を行う。 

 

 

４ いじめへの早期発見の取り組み 

（１）いじめの確実な認知  



①友人関係のトラブル等に起因して３日以上欠席した児童生徒がいた場合、対策委員会等を開催し、早

期解決に向けて情報共有を図り、対応について検討する。  

②友人関係のトラブル等に起因して５日以上欠席した児童生徒がいた場合、管理職を通じて教育指 

導課に対応状況を報告し、今後の対応について協議する。  

③年に３回以上いじめに関する調査を実施し、実態把握を行う。実態把握のための調査は、長期にわた

って欠席する児童生徒に対しても実施する。  

④教育活動全体を通じて、教職員による実態把握を行い、いじめの助長につながることへの気付きや、

いじめ認知の意識を高く保持していけるよう努める。 

 

（２）日常的な観察を充実させ、生徒の様子に目を配る。 

① 休み時間、給食時、清掃時、放課後の雑談の中での生徒の様子 

② 教職員同士での日ごろからの生徒の情報交換による把握 

③ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの情報交換 

（３）定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめ 

の実態把握に取り組む。 

① アンケートの実施：スクールカウンセラー１年全員面談事前アンケート（５月）、 

ふれあい月間（６月、１１月、２月）でのアンケート調査、毎月生徒の様子を見とるためのアンケートを

実施する。 

② 教育相談週間（面談希望者、気になる生徒への面談を行う）ふれあい月間以外でも、必要なら随時個別面

接をする。 

③ スクールカウンセラーが年度当初に１年生全員を対象に面談をする。（１０分程度を放課後に実施） 

④ 三者面談（年間２回７月、１２月）の実施。 

（４）在籍する生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。 

① 相談窓口の周知： 

関中学校スクールカウンセラー毎週火曜日 

関中学校心のふれあい相談員毎週水曜日・金曜日  

文部科学省「２４時間いじめ相談ダイヤル」                           ０５７０－０－７８９１０ 

法務省・人権擁護局「子どもの人権１１０番」                         ０１２０－００７－１１０ 

東京都教育相談センター東京都「いじめ相談ホットライン」             ０３－５３３１－８２８８ 

東京都児童相談センター「東京子供ネット」                           ０１２０－８７４－３７４ 

練馬区立学校教育支援センター「子供電話相談」                       ０３－５９９８－００９１ 

警視庁少年相談室「ヤング・テレホン・コーナー」                     ０３－３５８０－４９７０ 

東京都「東京こどもネット・ケータイヘルプデスク（こたエール）」      ０３－３５００－５１８１ 

②学校だより、相談室だよりの発行 

③スクールカウンセラー、心のふれあい相談員によるカウンセラーや相談 

 

 

５ いじめの対処 

発見・通報を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 

（１）被害生徒を守り通すとともに、いじめをやめさせ、その再発防止のために、教育的配慮のもと毅然とした

態度で加害生徒等を指導する。 



① 校内の「いじめ防止対策委員会」で直ちに情報を共有する。 

② 速やかに事実確認を行い、関係生徒及びその保護者へそれぞれ支援、指導、助言を適切に行う。 

③ 必要ならば、関係諸機関との連携も行う。 

④ インターネット等を通じて行われる不適切な書き込みについては直ちに削除等の措置を行い、関係機関

等との協力や援助を求める。 

（２）教職員全員の共通理解、保護者の協力、教育委員会への報告、関係機関・専門機関との連携のもとで対応

する。 

○ スクールカウンセラー、心のふれあい相談員、練馬区スクールソーシャルワーカー 

○ 練馬区教育委員会、子ども家庭支援センター、学校教育支援センター、児童相談所、 

警視庁新宿少年センター、石神井警察署 

 

 

６ 重大事態への対処 

重大事態が発生した場合は、教育委員会と連携し調査を行う。 

調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。 

重大事態とは・・・①いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な実害が生じた疑い

があると認めるとき。 

②いじめにより当該学校に在籍する生徒が、相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認めるとき。 

   ＊重大事態かどうかの判断は教育指導課、スクールロイヤーと協議 

 

（１）重大事態が発生した場合には、その事態に対処するとともに、速やかに組織を設け、事実関係を明確に

するため、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査等を実施する。 

（２）練馬区教育委員会にすみやかに重大事態発生について報告する。 

（３）当該生徒及びその保護者に対し、適時・適切な方法で提供する。 

（４）フローチャートに基づき迅速な早期対応、解決に向けた対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


